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◆ 1月 ・ハラスメント研修／（顧問先様主催、講師：前川）
◆ 2月 ・「パワハラのない明るい職場づくりと産業保健」／（大阪府医師会研修、講師：吉田）
  ・医学部等における労働法教育を考えるシンポジウム／（厚生労働省主催、講師：前川）
◆ 3月 ・「近年の労働問題・法改正への対応」／（大阪府中小企業家同友会経営労働部主催、講師：福﨑）
◆ 5月 ・大阪府部下職員指導支援研修／（講師：吉田）
 　　　　・京都産業大学特別講義「個別労働紛争の実務」／（吉田）
◆ 6月 ・「新入社員研修　コンプライアンスの基本」／（大阪府中小企業家同友会主催、講師：福﨑）
◆ 7月 ・日本経団連「労働法フォーラム」にコメンテーターとして参加／（吉田）
 　　　　・「産業保健と法～休復職をめぐる裁判例と産業医の役割」／（大阪府医師会・堺市医師会研修、講師：吉田）
 　　　　・「経営基盤強化に向けた勉強会」／（大阪府中小企業家同友会経営労働部主催、講師：福﨑）
◆ 9月 ・日本産業保健法学会第3回学術大会において、統一テーマ「第四次産業革命と産業保健制度」について、副大会長として登壇／（吉田）
 　　　　・「休復職と法」／（産業保健総合支援センター、講師：吉田）
 　　　　・「産業医研修会シンポジウム」  主催：日本精神科診療所協会／（吉田）
 　　　　・管理職向けパワハラセミナー(ほうむデリバリー)／（某企業、講師：前川）
 　　　　・労働裁判例セミナー／（社労士会泉支部、講師：前川）
◆ 10月 ・産業精神保健講演会「働く精神障がい者、発達障がい者への合理的配慮と法的問題」にて講演（主催：大阪精神科診療所協会）／（吉田）
 　　　　・労使関係セミナー「運 輸業における職場環境の向上について－トラック運転者の労働条件の改善等－」にパネリストとして登壇
   （主催：中央労働委員会）／（吉田）
 　　　　・CSR雇用労働研究会にて「兼業する労働者の長時間労働と安全配慮義務」をテーマに労働裁判例を報告／（福﨑）
　　　　・管理職、総務部従業員向け社内セミナー「個人情報保護法の概要」／（飲食業企業様、講師：福﨑）
◆ 11月 ・関西学院大学ロースクール講義「ジェンダーと法」／（ゲストスピーカー：福﨑）

※医学部生のための労働法講義（1月三重大学、2月宮崎大学、5月順天堂大学、10月京都大学、講師：前川）
※労働問題研究会（社会保険労務士対象）2カ月に一度開催　※その他事務所主催セミナー（6月、7月開催）

2023年の活動（主なセミナー、講師など）

◆世界を広げるお手伝いを ◆「誠実に対応する」ことを大切に

皆様は何かに挑戦したくても、これがネックだなと尻込み
してしまうことはありませんか？そんな時に、そのハードルを
取り除いてくれたり、少し下げたりしてくれるようなものがあ
ると凄く助かりますよね。

私はここ数年切り花を部屋に飾っています。ある日購入し
た切り花の中に、ドラセナという木の枝が入っていました。そ
のドラセナは他の花が枯れた後もつやつやしており、枯れる
様子がないのでそのまま花瓶に挿していたのですが、その
後なんと根が出てきました。

植物の力強さに驚いたと同時にさてどうしたものかなと
ネットで情報収集していますと、ハイドロカルチャーという土
を使わないで栽培ができる方法を見つけました。
この方法ですと虫が湧きにくいらしく、虫が大の苦手な私
はさっそく材料を購入して器に植え替えました。

明けましておめでとうございます。今年も皆様のご不安・痛
みに寄り添える弁護士を目指して精進いたしますので、よろし
くお願いいたします。

◆フリーランス新法が施行されます

2023年5月、いわゆるフリーランス新法（以下単に「法」とい
います。）が公布されました。施行日は、本稿執筆時点（同年11
月）では未定ですが、2024年秋頃までに施行とされています。
今回は紙幅の関係上、その概要部分に絞ってご紹介します。

１．目的
個人であるフリーランスは、組織である発注事業者との

関係では弱い立場に置かれやすいことから、法は、主には
以下のように目的・規制を設定しています。

〈目的〉 　　　　　　　　　　　　　〈規制〉
①フリーランスの取引の適正化 ⇒ 下請法と類似の規制
②フリーランスの就業環境の整備 ⇒ 労働者と類似の保護

2.適用対象
法は、発注事業者とフリーランスとの間の業務委託に係

る事業者間取引に適用されます。したがって、BtoC取引
や、単なる売買などの場合には適用されません。

●フリーランス：業務委託の相手方である事業者で、従業
　員を使用しないもの
●発注事業者：フリーランスに業務委託する事業者で、　
　従業員を使用するもの
●業務委託：事業者がその事業のために他の事業者に物品の
　製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託すること　

３．規制内容
従業員を使用している発注事業者には、次の規制が課されます。

①下請法類似の規制
　●書面等による取引条件の明示
　●給付を受けてから60日以内の報酬支払
　※再委託の場合、発注元からの支払期日から30日以内
　●報酬減額、買いたたき等の禁止（継続的業務委託をする場合）
②労働者と類似の保護
●募集情報の的確な表示義務
　●ハラスメント防止措置義務
　●育児介護等の両立に向けた配慮義務（継続的業務委
　　託をする場合）
　●契約解除・不更新の30日前予告義務（同上）

4.違反の場合の措置
公取委・中小企業庁・厚労大臣は、違反発注事業者に対

し、次の対応を行うこととなります。
　●報告徴収、立入検査　●指導、助言　●勧告
　●勧告に従わない場合の命令
　　（命令違反の場合は50万円以下の罰金）、公表

4.おわりに
皆様におかれても、今後お取引がフリーランス新法の適用対象

となる場面もあり得ることでしょう。規制内容の詳細や、貴社のお
取引に実際に適用されるか否かなど、いつでもご相談ください。

明けましておめでとうございます。昨今はコロナ禍もひと段
落し、趣味の野球観戦や自転車などの再開を画策しています。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今もそのドラセナは新しい葉をつけて元気に育ってい
ます。植物が好きな方にはとても有名な方法かもしれませ
んが、その方法を見つけたときには今まで虫が怖くて挑戦
できなかった植物の栽培ができるんだと世界が広がった
気がしました。

私も、誰かにとって世界が広がるような弁護士でありた
いと思います。弁護士に相談するのはハードルが高いと
感じる方ももいらっしゃるかもしれませんが、当事務所で
はWeb相談なども受け付けておりますのでお気軽にご相
談くださいね。

弁護士法人 天満法律事務所ニュース
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直島（所長撮影）

新年のご挨拶新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
　昨年は、ようやくコロナ対応が終わり、社会経済活動にも明るい光が見え始め
ましたが、ウクライナ、パレスチナで紛争が発生し、世界に影響を与えています。
　しかし、少し長い目で見れば社会は着実に変化していると実感いたします。
今年が、皆様にとって良き年でありますように。

弁護士法人天満法律事務所　所長　吉田 肇

1.　「中小企業のためのまち医者法律事務所」であること。
 中小企業に身近な法律事務所として、その抱える問題を的確に解決、予防し、よりよい企業づくりを応援するとともに、

 そこで働く従業員が幸せになることを応援します。

2.　よりよい企業づくりを応援することにより、持続可能でよりよい社会の実現に貢献します。

3.　人の痛みを理解し、共感することのできる弁護士、スタッフとなります。

4.　所員全員が当事務所で働くことをとおして共に育ち、自己実現できる法律事務所となります。

はじめに
令和５年１２月より当事務所に入所いたしました、今野敬文

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

私の趣味
私の趣味はスポーツ観戦です。
スポーツは幅広く観戦するのですが、特にラグビーが好き
です。ラグビー観戦では、応援している私が逆にエネルギー
を貰えるような、気持ちがこもったプレーをよく目の当たりに
します。

またラグビーは「One for all, all for one」という言葉で
表されるチームプレイの精神や、試合終了後に敵味方関係な
く健闘を称え合うノーサイドの精神に象徴される様な「紳士
のスポーツ」である点に魅力を感じています。

◆抱負
私は弁護士として、依頼者の皆様に対して「誠実に対応す

る」ことを大切にいたします。

依頼者のお話を真摯にお伺いすること、難しい法律用語を
わかりやすく説明すること、労働問題では、会社が属する業
界の事情や、会社の状況、何よりも経営者の方のご苦労を理
解すること、これらを疎かにすることのないよう日々の業務に
努め励んでまいります。

何卒皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し
上げます。

天満法律事務所　経営理念

第27回法律実務セミナー
「ハラスメントの最前線」
※詳細はホームページをご覧ください。

2024年1月29日開催予定


